
 

 

 

令和４年１０月１８日 

▼タイトル 

    万木豊議員に対する告発状の提出について（議長コメント） 

 

▼内容 

  今回の万木議員の行為は、議会の信用を失墜させるもので、大変遺憾です。 

  市議会としては、今後、このようなことがないよう政務活動費の取り扱いを見直し、 

再発防止に努めております。 

 

 

 

 

以上 

 

▼問い合わせ先 

 ○所   属： 議会事務局  

 ○電 話 番 号： ０７４０（２５）８１４０ 

 ○ファックス： ０７４０（２５）８１４６ 


